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埼玉県総合リハビリテーションセンターＥＳＣＯ事業実施方針に関する意見及び回答

番号 頁 項 目 意 見 回 答
大 中 小 細

１ １ 第１ １ (５) ア (ア) 光熱水費の削減額の基準となる数値を明示する必要がある ベースライン及びユーティリ-
と思われます。例えば、優先交渉権者（事業者）等の選定か ティ料金の変動に対するリスク
ら最終事業者と契約締結までの期間では基準となるエネルギ 負担の考え方は、募集要項で示
ー消費量（ベースライン）の実測が不可能なため、ベースラ します。

、インの設定は過去３年間程度のエネルギー消費量の平均とし
必要に応じてベースラインの見直しが行えるようにすべきと
考えますが、如何でしょうか。
また、ユーティリティ料金の変動に対するリスク負担の考

え方を明確にする必要があると思われます。

２ １ 第１ １ (５) ア ウ 事業範囲の（ウ）において謳われている「県の利益」の定 「県の利益」は、募集要項で-（ ）
義を明確にする必要があると思われます。 示します。

３ ２ 第１ １ (５) ア オ 「事業者は契約期間終了後、設置した設備を県に無償譲渡 実施方針のとおりとします。-（ ）
するものとします 」とありますが、無償譲渡ではなく残存 なお、残存簿価の取扱いにつ。
簿価で買い取っていただく形態は考えられないでしょうか。 いては、事業者の判断によりま
また、無償譲渡する場合、引き渡し時の設備の残存簿価の す。

取扱はどうなるのかお示し戴きたい。

４ ２ 第１ １ (５) イ サービス料の算出方法について、明確にする必要があると 合理的かつ適切な提案を期待
思われます。 しております。
事業者の収入において 「施設の光熱水費削減額の中から、

サービス料として、事業期間内において毎年度均等額を事業
者に支払います 」とありますが、光熱水費削減額の補償額。
以上削減できた場合は、その分について県と事業者で利益を

、 。配分することも考慮戴きたいと考えますが 如何でしょうか

５ ２ 第１ １ (６) 事業期間は最大１５年を限度として事業者のからの提案に 審査時の評価項目は、募集要
よるとありますが、事業の期間が事業者選定に影響を及ぼす 項で示します。
可能性があるのか、お考えをお示し戴きたい。

６ ３ 第２ ３ (１) 応募者の構成等において 「１グループの構成員は、他の 応募者の構成等は、募集要項、
グループの構成員になることはできない 」との追加標記が で示します。。
必要ではないでしょうか。

７ ３ 第２ ３ (２) ウ 行政に於ける応募資格で必ず問題になるのが 「ＥＳＣＯ 事業を的確に実施するため、、
。事業の実績」です。ＥＳＣＯ事業は「省エネ保証事業」と云 実施方針のとおりといたします

う側面を持つ新産業であり、建設業、設備専門業でもない全
く新しい業種なのです。官民を問わず、その実績を持つ会社
は非常に少ないのが現状です。最近の例では、神戸市の「貿
易商工センターＥＳＣＯ」公募ではその資格を「提案実績」
とし、板橋区では「ＥＳＣＯ実績をあえて問わない」事で多
数の応募者を得ました。今回も是非応募資格の項のご再考を
お願い申しあげます。

８ ３ 第２ ３ (２) ウ 「省エネルギー保証を行うＥＳＣＯ事業の実績があり、経 応募者の参加資格は、募集要
営等の状況が良好であること 」とありますが、経営等の状 項で示します。。
況が良好であるとする判断基準を明確にする必要があると思
われます。
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番号 頁 項 目 意 見 回 答
大 中 小 細

９ ３ 第２ ４ (２) 現在、省エネルギー方策としてコージェネレーションシス 提案の審査は、実施方針で示
テムを導入する例が多く見られ、当システムが急速に普及し すとおり、総合的に審査いたし
ております。その一方で排熱を十分利用しない低効率のコジ ます。 排出係数の詳細は、募
ェネも急増し、このままでは従来システムよりもエネルギー 集要項で示します。
効率が悪化するとともに、ＮＯ 排出等による環境負荷の増x
大により地域環境が悪化することが懸念されます。経済産業
省・資源エネルギー庁においても省エネルギー法にもとづく
エネルギー使用合理化に関する事業者判断基準を改正し、設
備の総合効率を明記することで効率の悪いコジェネを規制す
る検討に入っているところです。県におかれましてもＥＳＣ
Ｏ事業者からの提案の審査につきましては、環境負荷の低減
を念頭において行っていただく必要があると考えます。
なお、提案の審査において環境性を評価されるにあたり、

以下の点につきましてもご留意いただけますようお願い申し
あげます。一般的に 排出量は、環境省や各電力会社が公CO2
表している排出係数をもとに算出されますが、環境省が１４
年８月に公表した「温室効果ガス排出量算定方法に関する検
討結果」 (１２年度 )では一般電気事業者の排出係数は
0.378Kg-CO2/kWh 12としております。また、弊社の排出係数(
年度)については年間平均 （昼間＜８～２２0.33kg-CO2/kWh
時＞０．３５、夜間＜２２～８時＞０．２８）となっており
ます。総合リハビリテーションセンターにおかれましては現
状弊社より電気をご購入いただいておりますので、電気によ
るＣＯ 排出量の算定にあたりましては、弊社排出係数によ2
り算定すべきと考えます。ＮＯ につきましても、大気汚染x
防止法、県条例等の基準（排出濃度）を守るだけではなく、
当該地域の環境の悪化を防ぐために、着地濃度で評価すべき
と考えます。

１０ ３ 第２ ４ (２) 事業提案の審査方法については書類審査のみか、審査員に プレゼンテーションについて
対してプレゼンテーションを行う機会を頂けるのか、お示し は、募集要項で示します。
戴きたいと考えます。

１１ ４ 第４ 下記につき事前に御開示下さい。 募集要項と同時に配布いたし
・契約電力 契約種別 消費電力（年間） ます。
・燃料油種（１３Ａ、ＬＰＧ、重油等）
年間消費量（Ｋｌ、ｍ Ｎ等）3

１２ ５ 第７ 毎年均等に支払われる維持管理費のうち修繕費部分を修繕 実施方針のとおりといたしま
引当金（税法上で言う準備金）として売上げ計上しないこと す。
によって法人税課税を回避し、修繕に要する費用を積み上げ
た修繕引当金の中から毎年必要に応じて支出するような税法
上の仕組みを構築できないか、ご検討戴きたいと考えます。
ちなみに、ＰＦＩ法第１６条第１項において「国及び地方公
共団体は、特定事業の実施を推進するため、基本方針及び実
施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずる
とともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支
援を行うものとする 」と規定されています。。


